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社会福祉法人春圃会理事退任手当規程 

 

 （目的） 

第１条 この規程は、社会福祉法人春圃会の理事が退任した場合に支給する退任手当に

ついて必要な事項を定めるものとする。 

 （適用範囲） 

第２条 この規程は、社会福祉法人春圃会の理事に適用し、当該理事が退任した場合（そ

の者が死亡による退任の場合はその遺族）に支給する。 

 （理事長を除く理事の退任手当の額） 

第３条 理事長を除く理事の退任手当の額は、１万円に次に掲げる割合を乗じて得た額

の合計額とする。 

 ⑴ 在任期間１年以上６年まで     １年につき１００／１００ 

 ⑵ 在任期間７年以上１２年まで    １年につき１１０／１００ 

 ⑶ 在任期間１３年以上        １年につき１２０／１００ 

 （理事長の退任手当の額） 

 第４条 理事長の退任手当の額は、３万円に次に掲げる割合を乗じて得た額とする。 

 ⑴ 在任期間１年以上６年まで     １年につき１００／１００ 

 ⑵ 在任期間７年以上１２年まで    １年につき１１０／１００ 

 ⑶ 在任期間１３年以上１８年まで   １年につき１２０／１００ 

 ⑷ 在任期間１９年以上        １年につき１３０／１００ 

 （法人業務等による退任等の場合） 

第５条 法人業務上の傷病又は死亡により退任した者には、２万円に次に掲げる割合を

乗じて得た額を第３条又は第４条に規定する額に加算する。 

 ⑴ 在任期間１年以上１０年まで    １年につき１００／１００ 

 ⑵ 在任期間１１年以上２０年まで   １年につき１１０／１００ 

 ⑶ 在任期間２１年以上        １年につき１２０／１００ 

 （在任期間の計算等） 

第６条 退任手当の算定の基礎となる在任期間の計算は、理事となった日の属する月か

ら退任した日の属する月までの月数とする。 

２ 前項の規定により算定した在任期間に１年未満の端数がある場合には、その端数は

切り捨てる。ただし、次の場合には、これを１年に切り上げる。 

 ⑴ 在任期間が６か月以上１年未満である場合 

 ⑵ 第５条の規定に該当する場合であって、在任期間が１年未満である場合 

３ 理事長の在任期間と理事長を除く理事の在任期間がある場合は、第３条、第４条、

第５条ごとに算定し、これを合算した額とする。 

 （特別加算） 

第７条 在任中に、特に功労のあった理事に対しては、この規程に定める支給額のほか

に特別加算金を支給することができる。特別加算金は、理事の功労を斟酌し、理事長

が定める。 
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 （支給時期） 

第８条 この規程に基づく退任手当は、退任の日から１か月以内に支給する。 

 （支払方法） 

第９条 退任手当は、現金又は口座振込みによって支払う。 

 （遺族の範囲及び順位） 

第１０条 第２条に規定する遺族の範囲は及び支給を受けるべき順位は、労働基準法施

行規則の規定を準用する。 

 

   附 則 

 この規程は、平成２６年５月２９日から施行し、この規程の施行の際現に理事となっ

ている者の在任期間の計算については、就任した日から起算する。 

   附 則 

 この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 


